
北九州市重度障害者大学等進学支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間におい

て、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、障害者の社会参加を促進すること

を目的として実施する北九州市重度障害者大学等進学支援事業（以下「本事業」という。）について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「支援員」とは、第１６条１項に規定する要件に該当する者とする。 

２ この要綱において「支援給付費」とは、第７条に規定するサービス提供費から第１７条に規定する費

用負担額を控除した費用をいう。 

 

（対象者） 

第３条 本事業の対象者は、北九州市内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１）重度訪問介護利用者もしくはそれに準ずる者 

（２）入学後に停学その他の処分を受けていない者 

（３）学修の意欲があり、適切に単位を習得する者 

 

（大学等の要件） 

第４条 本事業の対象となる「大学等」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学等

（大学（大学院及び短期大学も含む。）、高等専門学校、専修学校及び各種学校）とし、以下の要件を

満たすこととする。 

 （１）障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援

業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。 

 （２）大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が

立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。 

 

（事業内容） 

第５条 本事業は、第３条の要件に該当する者に対して、事業者から派遣される支援員によって提供され

る、大学等への通学や学校内の活動（排泄や食事等）における支援に要する費用（以下「サービス提供

費」という。）について、毎年度、予算の範囲内で支援給付費を当該障害者に支給することにより実施

することとする。 

 

（派遣時間） 

第６条 支援員の派遣の時間は、３０分を単位とする。 

２ 派遣する時間は、自宅から大学等までの通学時間及び大学等の授業日程等から、必要な時間を月単位

で決定する。 

 



（事業に要する費用） 

第７条 サービス提供費は、派遣時間が年間５００時間以上の者については、別表第一に定めるとおりと

する。 

２ 派遣時間が年間５００時間以内の者については、サービス提供費は別表第二に定めるとおりとする。

ただし、この場合のサービス提供費の上限は年間８０万円とする。 

３ 年間の派遣時間が５００時間以内と計画していた支給決定障害者が、年度途中で５００時間を超えた

場合は、支給開始日に遡って、別表第一のサービス提供費を適用する。 

 

（支給決定） 

第８条 この要綱の規定により支援給付費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別

記第１号様式、別記第２号様式及び障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員

会等の運営規定及び支援計画等を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援給付費の支給の要否並

びに支給する場合の支給時間及び支給期間等の決定を行うものとする。 

３ 福祉事務所長は、前項の規定による決定を行ったときは、速やかにその内容を記載した書面（別記第

３号様式）により申請者に通知するものとする。 

４ 第２項の支給期間は、同項の規定により支援給付費を支給する旨の決定（以下「支給決定」とい

う。）を行った日から直近の３月末日までとする。 

 

（支給決定の変更） 

第９条 前条の規定は、支給決定を受けた者（以下「支給決定障害者」という。）が現に受けている支給

決定の内容について変更を必要とする場合において準用する。 

 

（支給決定の取消し） 

第１０条 福祉事務所長は、支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給

決定を取り消すことができる。 

 （１）死亡したとき 

 （２）本事業の利用を辞退したとき 

（３）大学等を卒業又は退学したとき 

 （４）第３条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき 

 （５）不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき 

 （６）その他福祉事務所長が不適当と認めたとき 

２ 福祉事務所長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、別記第４号様式により当該取消し

に係る支給決定障害者に対してその旨を通知するものとする。 

 

（届出事項） 

第１１条 支給決定障害者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に

届けなければならない。 

 （１）本事業の利用を辞退するとき 



（２）大学等を卒業又は退学したとき 

 （３）第３条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき 

 （４）支給決定障害者の住所、氏名又は世帯構成員等に変更があったとき 

（５）大学等を停学又は休学したとき 

 

（派遣開始の届出） 

第１２条 支給決定障害者は、支援員の派遣を開始するときは、支援員の受入れについて大学等から承諾

を得るとともに、その旨の証明を受けた別記第５号の様式を福祉事務所長に提出しなければならない。 

 

（派遣契約） 

第１３条 支給決定障害者は、事業者に支援員の派遣を依頼するときは、別記第３号様式を当該事業者に

提示し、当該事業者と支援員の派遣について契約を締結しなければならない。 

 

（派遣終了の届出） 

第１４条 支給決定障害者は、大学等を卒業、退学、停学又は休学等したときは、速やかに別記第６号様

式を福祉事務所長に提出しなければならない。 

 

（事業者） 

第１５条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律上の居宅介護又は重

度訪問介護の事業者として福岡県知事又は北九州市長等より指定を受けている事業者であって、第８条

第３項の規定により支給決定障害者に通知された者が行うものとする。 

２ 事業者は、大学等及び福祉事務所等の関係機関との緊密な連携を図ることにより、支援を適切かつ効

果的に行うものとする。 

３ 事業者は、支給決定障害者に対して支援員を派遣したときは、支援内容等について支援記録を作成し、

これを５年間保存しなければならない。 

４ 事業者は、支援員が派遣に従事する時間について、労働基準法等の関係法令に従い、適切なものとな

るよう留意しなければならない。 

 

（支援員） 

第１６条 支援員は、当該支給決定障害者の命の危険回避のための支援を行うことができる者でなければ

ならない。 

２ 支援員は、派遣に従事する際には大学等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、支

給決定障害者又は大学等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 

３ 支援員は、定められた活動時間中は、その業務に専念しなければならない。 

４ 支援員は、活動時間中に物品のあっせん、販売その他この事業の実施に支障を来す行為をしてはなら

ない。 

 

（費用負担） 

第１７条 支援員の派遣を受けた支給決定障害者が負担する額（以下「費用負担額」という。）は、別表



第一の規定に基づき算定したサービス提供費に１００分の１０を乗じた額とする。 

２ 支給決定障害者が同一の月に受けた支援員の派遣に係る費用負担額の合計額が、別表第三に規定する

支給決定障害者の属する世帯の収入状況に応じた費用負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかか

わらず、当該同一の月における支援員の派遣に係る費用負担額は、当該費用負担上限月額とする。 

 

（費用負担額の受領） 

第１８条 事業者は、支給決定障害者に対して支援員の派遣を行ったときは、当該支給決定障害者から前

条の規定により算定した費用負担額の支払を受けるものとする。 

 

（領収証の交付） 

第１９条 事業者は、前条の規定により支給決定障害者から支援給付費又は費用負担額の支払を受けたと

きは、当該支給決定障害者に対して、領収証を発行しなければならない。 

 

（支援給付費の支給） 

第２０条 市長は、支給決定障害者が、第８条第２項及び同条第４項の規定により決定された支給期間に

おいて、事業者から支援員の派遣を受けたときは、当該支給決定障害者に対して、当該支援員の派遣に

係る支援給付費を支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者が別記第７号様式により支援給付費の請求及び受領につい

て事業者に委任したときは、市長は、当該支給決定障害者に支払うべき支援給付費を当該支給決定障害

者に代わり当該事業者に支払うものとする。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者に対して支援給付費の支給があったもの

とみなす。 

 

（支払請求） 

第２１条 支給決定障害者が前条第１項の規定により支援給付費の支払を受けようとするときは、支給決

定障害者は支援員の派遣を受けた日の属する月の翌月の１５日までに、領収書等支払額が分かる書類、

別記第１０号様式別記第１１号様式及び別記第１２号様式を福祉事務所長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定により、支給決定障害者が支援給付費の受領を事業者に委任したときは、事業者は

支援員の派遣を行った日の属する月の翌月の１５日までに、別記第８号様式、別記第９号様式及び別記

第１０号様式を福祉事務所長に提出しなければならない。 

３ 市長は、事業者又は支給決定障害者から１項から２項の請求があった場合は、これを審査し適当であ

ると認めたときは、請求があった日から３０日以内に支払うものとする。 

４ 事業者は、前条第２項の規定による支払を受けたときは、当該支払に係る支援員の派遣を受けた支給

決定障害者に対して、支援給付費として受領した旨を通知しなければならない。 

 

（不正利得） 

第２２条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、

当該支援給付費の支給に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 市長は、事業者が偽りその他不正の手段により支援給付費の支払を受けたときは、当該事業者に対し



て、その支払った額につき返還させることができる。 

 

（秘密の保持） 

第２３条 事業者の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給決定障害者及び当該

支給決定障害者の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た支給決定障害者及び

当該支給決定障害者の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（調査及び指導監督） 

第２４条 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、支給決定障害者又は当該支給決定

障害者の配偶者若しくは配偶者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示

を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 市長は、本事業の実施に関して必要があると認めるときは、事業者又はその従事者若しくは従事者で

あった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該職員に関係者に対し

て質問させ、又は本事業を行う事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査及び指揮監督に協力するとともに、指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 前各項規定に基づく調査及び指導監督を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携行し、

関係者から請求があったときは、これを提示しなればならない。 

 

（その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は保健福祉局長が別に定める。 

 

 付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



別表第一（第７条関係） 

所要時間 サービス提供費 

３０分以上１時間未満 １，１４０円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，２７０円 

１時間３０分以上２時間未満 ３，４１０円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，５４０円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，６８０円 

以後３０分ごとに加算 １，１４０円 

 

別表第二（第７条関係） 

所要時間 サービス提供費 

３０分以上１時間未満 １，９６０円 

１時間以上１時間３０分未満 ３，９２０円 

１時間３０分以上２時間未満 ５，８８０円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，８４０円 

以後３０分ごとに加算 １，９６０円 

 

別表第三（第１７条関係） 

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護等 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている世帯 

 ０円 

低所得  市民税非課税世帯 ０円 

一 般 

 市民税課税世帯の支給認定障害者で、合算市民税所得割額が１６万円

未満の者 
９，３００円 

 ２０歳未満の指定障害者支援施設入所者及び療養介護の支給決定者

で、合算市民税所得割額が２８万円未満の者 

 市民税課税世帯の支給認定障害児で、合算市民税所得割額が２８万円

未満の者 
４，６００円 

 市民税課税世帯で、上に掲げる者以外の者 ３７，２００円 

 

 備考 

 １ 費用負担上限月額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行令第１７条の規定に準じて、上記のとおり支給決定障害者の属する世帯の収入状況に応じた

額とする。 



２ 費用負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１７条

第１項の規定に準じ、所得の区分に応じて負担上限月額を設定する。 

   ただし、北九州市要綱に基づく移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業に

係る費用負担額に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第３項

第２号の規定により負担する額を加えた額は、別表第三の負担上限月額を超えない範囲内の額と

する。 

３ 別表第三における世帯の範囲（支給決定障害者の区分における生活保護等は除く。）は、支給

決定障害者が、１８歳以上のときは当該支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一世帯に属

する配偶者とし、１８歳未満のときは当該支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯

に属する者とする。 


